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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
認
可

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
�

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
書
案

等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
解
除
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
�

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
申
請
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
生
活
文
化
局
都
民
生
活
部
管
理
法
人
課
）…
�

○
都
市
計
画
の
案
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
交
通
企
画
課
・
街
路
計
画
課
）…
��

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
��

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始
（
三
件
）
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
収
用
委
員
会
）…
��

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
三
十
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
月
島
一
丁
目
西
仲
通
り
地
区
市
街
地
再

開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

月
島
一
丁
目
西
仲
通
り
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

三

施
行
地
区

中
央
区
月
島
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

中
央
区
月
島
一
丁
目
二
十
二
番
十
号

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

五

変
更
の
内
容

事
務
所
の
所
在
地
を
中
央
区
佃
二
丁
目
六
番
九
号
に
変
更
す
る
。

六

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
三
十
一
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
日
本
旅
客
鉃
道
赤
羽

線
（
十
条
駅
付
近
）
連
続
立
体
交
差
事
業
に
つ
い
て
、
環
境
影
響
評

価
書
案
（
以
下
「
評
価
書
案
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
概
要
の
提
出

が
あ
り
、
同
条
例
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
段

階
関
係
地
域
を
定
め
た
の
で
、
同
条
例
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
段
階
関
係
地
域
の
範
囲

北
区

十
条
台
一
丁
目
、
十
条
台
二
丁
目
、
上
十
条
一
丁
目
、

上
十
条
二
丁
目
、
十
条
仲
原
一
丁
目
、
十
条
仲
原
二

丁
目
、
十
条
仲
原
三
丁
目
、
十
条
仲
原
四
丁
目
、
中

十
条
二
丁
目
、
中
十
条
三
丁
目
及
び
中
十
条
四
丁
目

の
区
域

板
橋
区

加
賀
一
丁
目
の
区
域

二

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
東
京
都

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
日
本
旅
客
鉃
道
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

冨
田

哲
郎

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号

三

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

東
日
本
旅
客
鉃
道
赤
羽
線
（
十
条
駅
付
近
）
連
続
立
体
交
差
事

業
鉄
道
の
改
良

四

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
東
日
本
旅
客
鉃
道
赤
羽
線
の
十
条
駅
付
近
の
約

一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
連
続
立
体
交
差
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

五

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
の
概
要

事
業
者
は
、
騒
音
・
振
動
、
土
壌
汚
染
、
日
影
、
電
波
障
害
、
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景
観
、
史
跡
・
文
化
財
及
び
廃
棄
物
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
そ

の
結
論
は
別
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

六

評
価
書
案
の
縦
覧

㈠

期
間

平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
一
日
ま
で
。

た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を

除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

北
区
生
活
環
境
部
環
境
課

北
区
王
子
本
町
一
丁
目
二
番
十
一
号

イ

板
橋
区
資
源
環
境
部
環
境
課

板
橋
区
板
橋
二
丁
目
六
十
六
番
一
号

ウ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
二
十
三
階

エ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階

七

都
民
の
意
見
書
の
提
出

㈠

提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送

㈡

記
載
事
項

ア

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務

所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

イ

対
象
事
業
の
名
称

ウ

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

㈢

期
限

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

㈣

提
出
先

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八

番
一
号
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◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
三
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
荒
川
区
東
尾
久

二
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
並
び
に
鉛
及
び
そ
の
化
合

物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
三
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七

十
四
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
港
区
浜
松
町
二
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

ひ

定
有
害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及

び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
三
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十

七
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
世
田
谷
区
上
馬
三

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い

な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第16227号）東 京 都 公 報平成28年10月13日（木曜日）７

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日
か
ら
起
算
し
て

二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

恋
ヶ
窪
新
田
三
鷹

二

変
更
の
区
間

小
金
井
市
東
町
四
丁
目
九
十
七
番
二
十
地
先
か

ら
同
所
百
五
番
十
四
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

請
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五

条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認

証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に

関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
な
み
き
福
祉
会

三

代
表
者
の
氏
名

深
谷

誠

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
八
王
子
市
緑
町
九
百
三
十
五
番
地
十
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
に
根
ざ
し
、
障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ

く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
児
童
福
祉
法
等
に
基
づ
く
事
業
を

行
い
、
障
害
の
あ
る
人
々
が
快
適
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
実
現

し
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文

の
ま
ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
代
官
山
ひ
ま
わ
り

三

代
表
者
の
氏
名

森
田

由
紀

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
渋
谷
区
代
官
山
町
十
七
番
一－

一
一
〇
七
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
社
会
を
つ
く
る
柱
と
な
り
、
住
む
人
・
働

く
人
・
訪
れ
る
人
に
対
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
場
づ
く
り
と
情

報
発
信
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
子
育
て
支
援
と
ま
ち
づ
く
り
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｃ
Ｂ
す
ぎ
な
み
プ
ラ
ス

三

代
表
者
の
氏
名

味
香

興
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
杉
並
区
阿
佐
谷
北
三
丁
目
七
番
十
三
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
活
動
す
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
事
業
者
、
並
び
に
市
民
・
行
政
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ

・
大
学
・
企
業
・
金
融
機
関
等
を
対
象
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ

ネ
ス
に
関
す
る
支
援
、
調
査
、
情
報
提
供
、
講
習
会
の
実
施
等
を

通
し
て
、
自
立
且
つ
継
続
可
能
な
事
業
者
を
増
や
し
、
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
化
す
る
こ
と
で
、
杉
並
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
活
力
の
増
進

・
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま

掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
パ
ル
レ

三

代
表
者
の
氏
名

坪
井

久
美
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
品
川
区
戸
越
三
丁
目
十
番
一
号

芳
山
荘

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
発
達
障
害
児
・
者
の
教
育
・
福
祉
等
の
振
興
を

図
り
そ
の
も
て
る
能
力
を
十
分
に
発
揮
し
、
地
域
社
会
に
お
い
て

自
立
し
た
生
活
を
営
み
、
充
実
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
支
援
す
る
こ
と
で
、
社
会
人
と
し
て
の
責
任
を
果
し
、
地
域

社
会
に
参
加
す
る
こ
と
を
促
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
益
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
多
文
化
共
生
セ
ン
タ
ー
東
京

三

代
表
者
の
氏
名

枦
木

典
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
荒
川
区
西
尾
久
六
丁
目
九
番
七
号

三
階
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五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
国
籍
や
言
語
、
文
化
の
差
異
を
認
め
尊
重
し
あ

う
こ
と
に
よ
り
、
多
様
で
豊
か
な
生
活
空
間
を
共
有
す
る
社
会
、

多
文
化
共
生
社
会
を
め
ざ
す
た
め
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
、
少
数

者
へ
の
力
づ
け
、
社
会
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
三
つ
の
理
念
に

基
づ
き
、
在
日
外
国
人
と
日
本
人
の
双
方
へ
向
け
て
、
様
々
な
事

業
を
創
造
し
実
践
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま

ま
掲
載
）

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に

公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
高
速
鉄
道

東
日
本
旅
客
鉃

道
赤
羽
線

追
加
す
る
部
分

板
橋
区
板
橋
一
丁
目
、
板
橋
四
丁
目
、

加
賀
一
丁
目
、
北
区
十
条
台
一
丁
目
、

十
条
台
二
丁
目
、
上
十
条
一
丁
目
、
上

十
条
二
丁
目
、
中
十
条
二
丁
目
、
中
十

条
三
丁
目
、
中
十
条
四
丁
目
、
十
条
仲

原
二
丁
目
及
び
赤
羽
南
二
丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
二

十
一
階
北
側
）
並
び
に
板
橋
区
役
所
及
び

北
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

東
京
都
市
計
画
道

路

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
八
十

五
号
線

追
加
す
る
部
分

北
区
上
十
条
一
丁
目
及
び
上
十
条
二
丁

目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
二

十
一
階
北
側
）
及
び
北
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産

業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

八
重
洲
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
五
番
二
十
二
号

三

設
置
者
名

中
央
土
地
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

中
央
区
日
本
橋
二
丁
目
三
番
二
十
一
号

五

変
更
前
の
店
舗
名

（
仮
称
）
中
央
土
地
八
重
洲
一
丁
目
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト

六

変
更
後
の
店
舗
名

八
重
洲
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
ビ
ル

七

変
更
前
の
店
舗
所
在

地

中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
百
五
番
ほ
か

八

変
更
後
の
店
舗
所
在

地

中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
五
番
二
十
二
号

九

変
更
日

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
四
日
ほ
か

十

届
出
日

平
成
二
十
八
年
九
月
十
六
日

十
一

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
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振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日
か
ら
平
成

二
十
九
年
二
月
十
三
日
ま
で
。
た
だ
し
、

東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成

元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る

休
日
を
除
く
。

十
三

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

（
仮
称
）
ラ
イ
フ
東
馬
込
店

二

店
舗
所
在
地

大
田
区
東
馬
込
二
丁
目
五
百
六
十
四
番

三

設
置
者
名

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
プ
ロ
パ
テ
ィ

ー
ズ

四

設
置
者
住
所

港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
八
番
八
号

五

変
更
前
の
設
置
者
住

所

新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
二
十
番
二
号

六

変
更
後
の
設
置
者
住

所

港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
八
番
八
号

七

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

阿
部

聡

八

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

鎌
田

典
余

九

変
更
日

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
ほ
か

十

届
出
日

平
成
二
十
八
年
九
月
十
六
日

十
一

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日
か
ら
平
成

二
十
九
年
二
月
十
三
日
ま
で
。
た
だ
し
、

東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成

元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る

休
日
を
除
く
。

十
三

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

土
地
収
用
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
２１９号

）
第
４５条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
２８年

１０月
１３日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

池
田

眞
朗

１
起
業
者
の
名
称

東
京
都

２
事
業
の
種
類

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
放
射
第
７

号
線

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

４
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

�����������������

別
記
の
と
お
り

５
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日

平
成
２８年

９
月
１６日
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土
地
収
用
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
２１９号

）
第
４５条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
２８年

１０月
１３日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

池
田

眞
朗

１
起
業
者
の
名
称

東
京
都

２
事
業
の
種
類

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
放
射
第
７

号
線

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

４
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

�����������������

別
記
の
と
お
り

５
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日

平
成
２８年

９
月
１６日
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土
地
収
用
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
２１９号

）
第
４５条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
２８年

１０月
１３日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

池
田

眞
朗

１
起
業
者
の
名
称

東
京
都

２
事
業
の
種
類

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
放
射
第
７

号
線

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

４
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

�����������������

別
記
の
と
お
り

５
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日

平
成
２８年

９
月
１６日
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発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

五
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


